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北海道告示第２６６号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成２０年４月１８日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量

総合文書管理システム運用・保守業務 一式
２ 随意契約の相手方を決定した日
平成２０年３月３１日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
� 氏 名 富士電機システムズ株式会社
� 住 所 東京都品川区大崎１丁目１１番２号
４ 随意契約に係る契約金額
６０，９００，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第

３７２号）第１０条第１項第２号の規定による。
７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道総務部人事局法制文書課
� 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第２６７号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、次のとおり土地改良区
の役員の就任及び退任の届出があった。
平成２０年４月１８日

北海道知事 高 橋 はるみ
中新土地改良区
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成２０．４．１ 監 事 堂 前 敏 文 樺戸郡月形町１番地の１２
同 同 同 岩 中 茂 美 石狩郡当別町字中小屋２０３９番地３
退 任 同 ２０．３．３１ 同 堂 前 敏 文 樺戸郡月形町１番地の１２
同 同 同 岩 中 茂 美 石狩郡当別町字中小屋２０３９番地３
苫前土地改良区
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成２０．４．１ 理 事 丹 羽 雅 幸 苫前郡苫前町字香川３６２番地
同 同 同 太 田 伸 一 同 字古丹別７６４番地
同 同 同 丹 羽 秀 夫 同 字長島１０９７番地
同 同 同 清 水 澄 夫 同 字九重９４０番地
同 同 同 村 上 邦 博 同 字九重９９８番地
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就 任 平成２０．４．１ 理 事 伊 藤 博 苫前郡苫前町字長島８０８番地
同 同 同 久 保 雄 二 同 字古丹別２４９番地の２５
同 同 監 事 佐 武 豊 同 字九重６６８番地
同 同 同 棟 方 洋 司 同 字小川２６２番地
退 任 同 ２０．３．３１ 理 事 佐 野 進 同 字九重１１３５番地
同 同 同 鴨 田 清 春 同 字長島１２３０番地
同 同 同 丹 羽 雅 幸 同 字香川３６２番地
同 同 同 佐 武 豊 同 字九重６６８番地
同 同 同 大 川 正 明 同 字三渓２４番地
同 同 同 大 西 豊 一 同 字長島１５２番地
同 同 同 村 上 重 美 同 字古丹別７６１番地の２
同 同 同 今 雄 司 同 字岩見１９１番地
同 同 同 水 野 勝 利 同 字東川２３２番地
同 同 監 事 村 上 豊 幸 同 字九重９９４番地
同 同 同 平 野 忠 同 字長島８６６番地

北海道告示第２６８号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、平成２０年４月４日、沼
田町土地改良区の定款の変更を認可した。
平成２０年４月１８日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第２６９号

昭和４５年北海道告示第７０３号（農業振興地域の指定）等の一部を次のように改正する。
その農業振興地域の区域を表示した図面は、北海道農政部農業経営局農地調整課及び関係
支庁に備え置いて縦覧に供する。
平成２０年４月１８日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 昭和４５年北海道告示７０３号の一部を次のように改正する。
帯広地域の事項中「平成１７年北海道告示第２４４号」を「平成２０年北海道告示第２１７号」に
改め、音更地域の事項中「平成１８年北海道告示第３１１号」を「平成２０年北海道告示第２１７
号」に改める。
２ 昭和４６年北海道告示第２８１４号の一部を次のように改正する。
千歳地域の事項中「平成１４年北海道告示第５０４号」を「平成２０年北海道告示第２１７号」に
改め、北斗地域の事項中「平成１８年北海道告示第８６５号」を「平成２０年北海道告示第２１７

号」に改める。

北海道告示第２７０号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第２項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成２０年４月１８日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林の所在場所 空知郡南富良野町字幾寅１３８６（次の図に示す部分に限る。）
２ 指 定 の 目 的 干害の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立木の伐採の方法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道上川支庁産
業振興部林務課及び南富良野町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２７１号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和２６年
法律第２４９号）第２９条の規定による通知があった。
平成２０年４月１８日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 解除予定保安林の所在場所 天塩郡遠別町・標津郡中標津町（以上２町国有林。

次の図に示す部分に限る。）
� 保安林として指定された目的 水源のかん養
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため
２� 解除予定保安林の所在場所 野付郡別海町・標津郡中標津町（以上２町国有林。

次の図に示す部分に限る。）
� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及び関係町役場に備
え置いて縦覧に供する。）
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北海道告示第２７２号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成２０年４月１８日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件の変更に係る保

安林の所在場所
名寄市・上川郡上川町（以上１市１町について次の
図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐に係る伐採種は、定めない。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更に係る保
安林の所在場所

名寄市（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 公衆の保健
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道上川支庁産
業振興部林務課並びに名寄市役所及び上川町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２７３号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道旭川土木現業所に備え置いて、告
示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成２０年４月１８日

北海道知事 高 橋 はるみ
路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

道道 旭川多度志線 旭川市江丹別町嵐山２５０番３地先から深川市多
度志町字湯内国有林空知森林管理署北空知支署
事業区５３５林班け小班地先まで

平成２０．４．２２
午前１１時

北海道告示第２７４号

昭和３６年北海道告示１２２８号（海岸保全区域の指定）の一部を次のように改正する。
その関係図面は、北海道建設部土木局砂防災害課及び北海道室蘭土木現業所に備え置いて
縦覧に供する。
平成２０年４月１８日

北海道知事 高 橋 はるみ
９日高胆振沿岸海岸保全区域の表日高胆振沿岸の�登別海岸の登別市の項海岸保全区域の
欄の１の事項を次のように改める。
１ 登別地区海岸の次の基点�点から基点点までを順次に結ぶ線、基点�点と基点�点と
を結ぶ線、基点�点から基点�点までを順次に結ぶ線、基点点と基点�点とを結ぶ線に
囲まれた区域、及び基点�点から基点�点までを順次に結ぶ線、基点�点と基点�点とを
結ぶ線、基点�点と基点�点とを結ぶ線、基点�点と基点�点とを結ぶ線に囲まれた区域
基点� 座標値Ｘ＝－１８１，６１４．２４９ Ｙ＝－９８，５５９．３５０の点
基点� 基点�点から方向角３５度２９分１８秒の方向４７．０６１メートルの地点
基点� 基点�点から方向角３４度２７分２８秒の方向５６．３１０メートルの地点
基点� 基点�点から方向角３０６度０６分０２秒の方向７３．９５１メートルの地点
基点� 基点�点から方向角３６度３９分１２秒の方向１５．３４４メートルの地点
基点� 基点�点から方向角３６度３１分３６秒の方向７２．７９９メートルの地点
基点� 基点�点から方向角３６度３５分３０秒の方向１００．００１メートルの地点
基点� 基点�点から方向角３６度２５分０５秒の方向１２５．００２メートルの地点
基点� 基点�点から方向角３６度２４分２５秒の方向１０７．００６メートルの地点
基点� 基点�点から方向角３６度１８分５２秒の方向８５．７８１メートルの地点
基点� 基点�点から方向角３６度２０分４１秒の方向７９．８７９メートルの地点
基点� 基点�点から方向角３６度３２分４７秒の方向６２．３３７メートルの地点
基点� 基点�点から方向角３６度２４分２５秒の方向９９．２４１メートルの地点
基点 基点�点から方向角３６度１３分５５秒の方向２２．６３７メートルの地点
基点! 基点 点から方向角３６度２２分５５秒の方向２，１４４．７１４メートルの地点
基点 基点!点から方向角１２７度５３分５８秒の方向１１９．３２７メートルの地点
基点� 基点�点から方向角１２６度５９分５９秒の方向２０８．５００メートルの地点
基点" 基点�点から方向角３６度０６分４７秒の方向８４２．０６７メートルの地点
基点� 基点"点から方向角３７度３１分４７秒の方向２，１４５．０８０メートルの地点
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基点� 座標値Ｘ＝－１７９，１３４．７８５ Ｙ＝－９６，７２１．６４９の点
基点# 基点�点から方向角３０９度０９分３３秒の方向８４．８３４メートルの地点
基点$ 基点#点から方向角３６度２４分４３秒の方向５４３．００３メートルの地点
基点% 基点$点から方向角３８度０９分１９秒の方向３６．６１４メートルの地点
基点& 基点%点から方向角３９度１４分２２秒の方向２３２．９８７メートルの地点
基点' 基点&点から方向角４２度３２分０６秒の方向３３７．７７３メートルの地点
基点( 基点'点から方向角４３度３７分５６秒の方向７１４．１８１メートルの地点
基点) 基点(点から方向角４４度１７分３３秒の方向４５．３５０メートルの地点
基点* 基点)点から方向角４６度３２分３１秒の方向１１１．３９５メートルの地点
基点+ 基点*点から方向角４３度３６分２９秒の方向７９７．６５９メートルの地点
基点, 基点+点から方向角１３３度２５分３９秒の方向１．８０４メートルの地点
基点- 基点,点から方向角４５度１９分０７秒の方向１３１．０２０メートルの地点
基点. 基点-点から方向角４５度４０分０２秒の方向１２３．２０５メートルの地点
基点� 基点.点から方向角１３２度５６分３３秒の方向９６．２５２メートルの地点
基点� 基点�点から方向角１１９度５７分０４秒の方向２３４．９９８メートルの地点
基点� 基点�点から方向角４１度４７分１９秒の方向２，９６１．７５８メートルの地点

北海道告示第２７５号

昭和５３年北海道告示第３７２８号（北海道収入証紙の元売りさばき人及び売りさばき人の指
定）の一部を次のように改正する。
平成２０年４月１８日

北海道知事 高 橋 はるみ
２ 売りさばき人の項株式会社睦三屋商店の事項の次に次の事項を加える。
株式会社セイコーマート 平成２０．４．９ セイコーマート北海道庁店

セイコーマート十勝支庁店

支 庁 告 示

北海道胆振支庁告示第５５号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２０年４月１８日

北海道胆振支庁長 大 杉 定 通
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� 落札に係る物品等の名称
デジタル複写機等の賃貸借（点検、調整及び消耗品（用紙を除く。）の供給を含

む。）１台１月当たりの単価及び１枚当たりの単価
� 調達台数及び調達予定枚数
１台及び１か月当たり２１，６００枚

２ 落札を決定した日
平成２０年３月６日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社近藤商会室蘭支店
� 住 所 室蘭市常盤町６番１７号
４ 落札金額
基本料金 １９，０００円
複写料金 １枚から１０，０００枚まで １枚当たり ４．３０円

１０，００１枚から２０，０００枚まで １枚当たり ４．００円
２０，００１枚以上 １枚当たり ３．７０円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の告示
平成２０年１月２２日付け北海道胆振支庁告示第１０号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道胆振保健福祉事務所保健福祉部社会福祉課
� 所在地 室蘭市幸町９番１１号

道 立 教 育 研 究 所 告 示

北海道立教育研究所告示第１４号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成２０年４月１８日

北海道立教育研究所長 西 村 守
１ 随意契約に係る物品等の名称及び数量
電子計算機の賃貸借 一式

２ 随意契約の相手方を決定した日
平成２０年４月１日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
� 氏 名 日本電子計算機株式会社
� 住 所 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号
４ 随意契約に係る契約金額
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７３，７３２，１７６円
５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第

３７２号）第１０条第１項第２号の規定による。
７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 氏 名 北海道立教育研究所
� 住 所 江別市文京台東町４２番地

道 公 安 委 員 会 規 則

北海道個人情報保護条例の施行に関する公安委員会規則の一部を改正する規則をここに公
布する。
平成２０年４月１８日

北海道公安委員会委員長 佐々木 亮 子
北海道公安委員会規則第４号

北海道個人情報保護条例の施行に関する公安委員会規則の一部を改正する規則
北海道個人情報保護条例の施行に関する公安委員会規則（平成１８年北海道公安委員会規則
第８号）の一部を次のように改正する。
別記第３号様式中「第１９条第２項の」を「第１９条の」に改める。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

道 警 察 本 部 告 示

北海道警察本部告示第１０７号

北海道個人情報保護条例の施行に関する北海道警察本部規程の一部を改正する規程を次の
ように定める。
平成２０年４月１８日

北海道警察本部長 / 橋 清 孝
北海道個人情報保護条例の施行に関する北海道警察本部規程の一部を改正する規程

北海道個人情報保護条例の施行に関する北海道警察本部規程（平成１８年北海道警察本部告
示第５４号）の一部を次のように改正する。
別記第３号様式中「第１９条第２項の」を「第１９条の」に改める。

附 則

この規程は、平成２０年４月１８日から施行する。

北海道警察本部告示第１０８号

次のとおり一般競争入札による落札者の相手方を決定した。
平成２０年４月１８日

北海道警察本部長 / 橋 清 孝
１� 落札に係る物品等の名称及び調達予定数量

自動車ガソリン ＪＩＳ１号 ７２，０００0
自動車ガソリン ＪＩＳ２号 １，０９２，０００0
軽油 ＪＩＳ１号、２号及び３号 １４８，０００0
ガソリンエンジン用オイル ＳＬ級マルチグレードタイプ ３，３００0
ディーゼルエンジン用オイル ＣＦ級マルチグレードタイプ １，３００0

� 落札を決定した日
平成２０年３月１４日

� 落札者の氏名及び住所
ア 氏 名 北日本石油 株式会社
イ 住 所 東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目２８－５

1 落札金額
自動車ガソリン ＪＩＳ１号 １0当たり １５９円
自動車ガソリン ＪＩＳ２号 １0当たり １４７円
軽油 ＪＩＳ１号、２号及び３号 １0当たり １２７円
ガソリンエンジン用オイル ＳＬ級マルチグレードタイプ １0当たり １，３００円
ディーゼルエンジン用オイル ＣＦ級マルチグレードタイプ １0当たり １，０００円

2 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

3 一般競争入札の公告
平成２０年２月１日付け北海道警察本部告示第１７号

２� 落札に係る物品等の名称及び調達予定数量
航空タービン燃料油 ＪＩＳ１号 ４２６，０００0

� 落札を決定した日
平成２０年３月１７日

� 落札者の氏名及び住所
ア 氏 名 出光アヴィエーション 株式会社
イ 住 所 東京都千代田区丸の内３－１－１
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1 落札金額
航空タービン燃料油 ＪＩＳ１号 １0当たり ８９．９円

2 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

3 一般競争入札の公告
平成２０年２月５日付け北海道警察本部告示第２０号

３ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道警察本部総務部会計課
� 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額３，０９０円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社
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